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※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

２７８※ 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害 職員厚生課

補償等に関する条例の知事が定める額を定

める件の一部を改正する件

２７９※ 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害 同

補償等に関する条例第１０条の２の知事が

定める金額を定める件の一部を改正する件

２８０ 指定居宅サービス事業の廃止について届出 長寿いきがい課

があった件

２８１ 指定介護予防サービス事業の廃止について 同

届出があった件

２８２ 土地改良区の定款の変更を認可した件 農山漁村振興課

２８３ 同 同

２８４ 地籍調査の成果を認証した件 同

２８５ 歳入の徴収の事務を私人に委託した件 生産基盤課

２８６ 都市計画法の規定による工事が完了した件 都市計画課

２８７ 歳入の収納の事務を私人に委託した件 住宅課

２８８ 洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定さ 河川政策課

れる水深及び浸水の継続時間を定めた件



【教育長訓令】

番 号 表 題 担当課名

１※ 教育長の権限に属する事務の委任に関する

規程及び徳島県教育委員会の事務の決裁及

び専決に関する規程の一部を改正する訓令

【人事委員会規則】

番 号 表 題 担当課名

※ 公益的法人等への職員の派遣等に関する規

則の一部を改正する規則



徳
島
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号

平
成
二
年
徳
島
県
告
示
第
八
百
七
十
八
号
（
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等

に
関
す
る
条
例
の
知
事
が
定
め
る
額
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
五
月
十

六
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

年
齢
階
層

最
低
限
度
額

最
高
限
度
額

二
十
歳
未
満

五
、
四
九
九
円

一
三
、
九
七
五
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

六
、
一
四
三
円

一
三
、
九
七
五
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

六
、
七
〇
三
円

一
五
、
二
三
七
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

七
、
〇
二
三
円

一
八
、
〇
一
六
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

七
、
三
二
六
円

二
〇
、
八
六
四
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

七
、
五
七
六
円

二
二
、
五
六
四
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

七
、
七
六
六
円

二
三
、
六
六
六
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

七
、
七
一
一
円

二
五
、
三
五
四
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

七
、
三
四
八
円

二
六
、
一
八
七
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

六
、
一
九
二
円

二
二
、
六
九
四
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

四
、
二
〇
〇
円

一
七
、
四
八
四
円

七
十
歳
以
上

四
、
二
〇
〇
円

一
三
、
九
七
五
円



徳
島
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号

平
成
八
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
七
十
一
号
（
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等

に
関
す
る
条
例
第
十
条
の
二
の
知
事
が
定
め
る
金
額
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令

和
七
年
五
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
第
二
号
中
「
八
万
千
二
百
九
十
円
」
を
「
八
万
五
千
四
百
九
十
円
」

に
改
め
、
同
表
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
第
二
号
中
「
四
万
六
百
円
」
を
「
四
万
二
千
七
百
円
」
に

改
め
る
。



徳
島
県
告
示
第
二
百
八
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
五
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

特
定
非
営
利
活
動
法
人

徳
島
市
西
新
浜
町
一
丁
目
二
番

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

徳
島
市
西
新
浜
町
一
丁
目
二
番

訪
問
介
護

令
和
七
年
二
月

令
和
七
年
三
月

Ｏ
・
Ｎ
オ
ー
エ
ン
ネ
ッ

四
―
九
号

ン
夢

六
―
二
号

二
十
日

三
十
一
日

ト社
会
福
祉
法
人
愛
心
会

小
松
島
市
中
田
町
字
新
開
五
八

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

阿
南
市
羽
ノ
浦
町
中
庄
池
ノ
上

訪
問
看
護

同

同

番
地

ン
コ
ス
モ
ス

五
五
番
地
一

二
十
八
日

社
会
福
祉
法
人
上
板
町

板
野
郡
上
板
町
西
分
字
橋
西
一

上
板
町
社
会
福
祉
協
議

板
野
郡
上
板
町
西
分
字
橋
西
一

通
所
介
護

同

同

社
会
福
祉
協
議
会

番
地
の
一
一

会
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

番
地
の
一
一

十
二
日

タ
ー

社
会
福
祉
法
人
美
馬
市

美
馬
市
脇
町
大
字
脇
町
一
二
六

美
馬
市
脇
町
デ
イ
サ
ー

美
馬
市
脇
町
字
西
赤
谷
二
二
三

同

同

同

社
会
福
祉
協
議
会

五
番
地
一

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
「
お
ち

二
番
地
一
二

二
十
一
日

あ
い
荘
」

社
会
福
祉
法
人
健
祥
会

徳
島
市
国
府
町
東
高
輪
字
天
満

デ
イ
セ
ン
タ
ー
ウ
ィ
リ

名
東
郡
佐
那
河
内
村
上
字
大
黒

同

同

同

三
五
六
番
地
一

ア
ム
テ
ル

二
三
番
地
一

二
十
六
日



株
式
会
社
ア
イ
ダ
ッ
ク

板
野
郡
板
野
町
川
端
字
若
王
寺

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
藍

板
野
郡
板
野
町
川
端
字
若
王
寺

同

同

三
月

同

五
〇
番
地
三

五
一
番
地
二

二
十
一
日

医
療
法
人
内
田
会

三
好
市
池
田
町
中
西
ナ
ガ
ウ
チ

介
護
老
人
保
健
施
設
ハ

三
好
市
池
田
町
中
西
西
原
二
〇

通
所
リ
ハ
ビ
リ

同

二
月

同

二
五
四
番
地
の
三

ピ
ネ
ス

九
番
地
一

テ
ー
シ
ョ
ン

二
十
八
日

海
部
郡
特
別
養
護
老
人

海
部
郡
海
陽
町
大
里
字
松
原
三

海
部
郡
特
別
養
護
老
人

海
部
郡
海
陽
町
大
里
字
松
原
三

短
期
入
所
生
活

同

同

ホ
ー
ム
事
務
組
合

三
―
三

ホ
ー
ム
事
務
組
合
海
南

三
―
三

介
護

二
十
七
日

荘



徳
島
県
告
示
第
二
百
八
十
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
五
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指

定

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

社
会
福
祉
法
人
愛
心

小
松
島
市
中
田
町
字
新
開
五
八

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

阿
南
市
羽
ノ
浦
町
中
庄
池
ノ
上

介
護
予
防
訪
問

令
和
七
年
二
月

令
和
七
年
三
月

会

番
地

ン
コ
ス
モ
ス

五
五
番
地
一

看
護

二
十
八
日

三
十
一
日

医
療
法
人
内
田
会

三
好
市
池
田
町
中
西
ナ
ガ
ウ
チ

介
護
老
人
保
健
施
設
ハ

三
好
市
池
田
町
中
西
西
原
二
〇

介
護
予
防
通
所

同

同

二
五
四
番
地
の
三

ピ
ネ
ス

九
番
地
一

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン



徳
島
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

板
野
郡
藍
住
町

令
和
七
年
四
月
七
日

藍
園
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

吉
野
川
市
山
川
町

令
和
七
年
四
月
三
十
日

川
俣
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
上
勝
町
長

及
び
三
好
市
長
か
ら
認
証
の
請
求
の
あ
っ
た
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

令
和
七
年
五
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

上
勝
町
に
係
る
地
籍
調
査

１
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

上
勝
町

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
四
年
度
及
び
令
和
五
年
度

㈢

成
果
の
名
称

上
勝
町
福
原
の
一
部
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿
（
福
原
九
地
区
）

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

勝
浦
郡
上
勝
町
大
字
福
原
の
一
部
（
福
原
九
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
七
年
五
月
七
日

２
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

上
勝
町

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
四
年
度
及
び
令
和
五
年
度

㈢

成
果
の
名
称

上
勝
町
旭
の
一
部
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿
（
旭
十
三
地
区
）

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

勝
浦
郡
上
勝
町
大
字
旭
の
一
部
（
旭
十
三
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
七
年
五
月
七
日

二

三
好
市
に
係
る
地
籍
調
査

１
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

三
好
市

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
四
年
度
及
び
令
和
五
年
度

㈢

成
果
の
名
称

三
好
市
（
白
地
の
一
部
）
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿
（
白
地
二
地
区
）

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

三
好
市
池
田
町
白
地
の
一
部
（
白
地
二
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
七
年
五
月
七
日

２
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

三
好
市



㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
四
年
度
及
び
令
和
五
年
度

㈢

成
果
の
名
称

三
好
市
（
下
名
の
一
部
）
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿
（
山
城
五
十
地
区
）

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

三
好
市
山
城
町
下
名
の
一
部
（
山
城
五
十
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
七
年
五
月
七
日

３
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

三
好
市

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
四
年
度
及
び
令
和
五
年
度

㈢

成
果
の
名
称

三
好
市
（
久
保
の
一
部
）
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿
（
久
保
三
地
区
）

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

三
好
市
東
祖
谷
久
保
の
一
部
（
久
保
三
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
七
年
五
月
七
日

４
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

三
好
市

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
四
年
度
及
び
令
和
五
年
度

㈢

成
果
の
名
称

三
好
市
（
井
内
東
の
一
部
）
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿
（
井
川
四
十
四
地
区
）

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

三
好
市
井
川
町
井
内
東
の
一
部
（
井
川
四
十
四
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
七
年
五
月
七
日



徳
島
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治

法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
四
月

一
日
次
の
事
務
を
徳
島
県
漁
港
漁
場
協
会
会
長
影
治
信
良
に
委
託
し
た
。

令
和
七
年
五
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
漁
港
管
理
条
例
（
昭
和
四
十
三
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
五
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
使

用
料
の
徴
収
の
事
務



徳
島
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
工

事
が
完
了
し
た
こ
と
を
公
告
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
者

地
域
の
名
称

住

所

氏

名

小
松
島
市
大
林
町
字
金
岡
二
〇
番
一
の
一
部

阿
南
市
津
乃
峰
町
東
分
一
六

四
宮

隆
秀

〇
番
地

同

芝
生
町
字
狭
間
二
八
番
一
、
二
八
番
二

小
松
島
市
横
須
町
一
一
番
五

有
限
会
社
ジ
ュ
ン
メ
デ

及
び
二
九
番
一

三
号

ィ
カ
ル
サ
ー
ビ
ス

同

立
江
町
字
塩
瀬
二
〇
番
九
、
二
六
番
一

同

立
江
町
字
塩
瀬
二

阿
瀬
川

義
雄

及
び
二
六
番
三
の
各
一
部

六
番
地
の
三

吉
野
川
市
鴨
島
町
牛
島
字
四
ツ
家
前
三
二
二
七
番

徳
島
市
国
府
町
中
五
五
五
番

平
野

哲
也

一
及
び
三
二
二
八
番
一

地
の
五

名
西
郡
石
井
町
浦
庄
字
上
浦
五
〇
九
番
一
の
一
部

同

八
万
町
法
花
八
八
番

宮
越

充

地
の
一

グ
ラ
チ
チ
ュ
ー
ド

宮
越

玲
未

Ⅳ
二
〇
五

同

高
川
原
字
市
楽
四
九
七
番
一
及
び

同

論
田
町
元
開
三
番
地

仁
木

将
之

五
〇
一
番
一
〇

の
一

ル
ー
ベ
ル
論
田
Ｃ
二

仁
木

美
織

〇
三
号

板
野
郡
北
島
町
中
村
字
城
屋
敷
一
〇
番
二
及
び
一

板
野
郡
北
島
町
江
尻
字
妙
蛇

株
式
会
社
渡
辺
不
動
産

〇
番
二
地
先
町
有
地

池
三
二
番
地
一

同

江
尻
字
旭
光
一
一
番
一
、
一
五
番

同

同

一
及
び
一
五
番
二

同

高
房
字
勝
瑞
境
七
〇
番
一
及
び
七

同

藍
住
町
徳
命
字
小
塚

ア
ス
リ
ー
ト

一
番
一
並
び
に
六
九
番
一
の
一
部
並
び
に
六
九
番

東
二
九
番
地
一
〇

一
地
先
町
有
地



徳
島
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治

法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
四
月

一
日
次
の
事
務
を
ニ
ッ
テ
レ
債
権
回
収
株
式
会
社
に
委
託
し
た
。

令
和
七
年
五
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
十
二
号
）
に
規
定

す
る
家
賃
及
び
駐
車
場
の
使
用
料
の
う
ち
、
県
営
住
宅
を
退
去
し
た
者
に
係
る
滞
納
さ
れ
た
家
賃
及
び
駐

車
場
の
使
用
料
の
収
納
の
事
務



徳
島
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
河
川
に
係
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
当
該
区
域
が
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る

水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

な
お
、
当
該
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間
を
表
示
し
た
図
面
は

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
河
川
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
閲

覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

河

川

名

閲

覧

場

所

吉
野
川
水
系
宮
島
江
湖
川

徳
島
県
県
土
整
備
部
河
川
政
策
課

徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎

同

園
瀬
川

同

同

嵯
峨
川

同

同

明
見
谷
川

同

同

根
郷
川

同

同

谷
内
川

同

同

音
羽
川

同

同

鮎
喰
川

同

同

倉
目
谷
川

同

同

大
地
谷
川

同

同

鬼
籠
野
谷
川

同

同

広
石
谷
川

同

同

上
角
谷
川

同

同

野
間
谷
川

同



同

高
根
谷
川

同

同

喜
来
谷
川

同

同

神
通
谷
川

同

同

江
田
谷
川

同

同

大
中
尾
谷
川

同

同

北
谷
川

同

同

宮
川
内
谷
川

徳
島
県
県
土
整
備
部
河
川
政
策
課

徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
吉
野
川
庁
舎

同

大
山
谷
川

同

同

大
谷
川

同

同

二
股
谷
川

同

同

泉
谷
川

同

同

宮
ケ
谷
川

同

同

糸
の
谷
川

同

同

鳶
ヶ
谷
川

同

同

庚
申
谷
川

同

同

庚
申
西
谷
川

同

同

関
堀
谷
川

同

同

前
坂
口
谷
川

同

同

安
楽
寺
谷
川

同



同

高
尾
谷
川

同

同

西
谷
川

同

同

佐
古
谷
川

同

同

大
畑
谷
川

同

同

八
丁
谷
川

同

同

黒
谷
川

徳
島
県
県
土
整
備
部
河
川
政
策
課

徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
鳴
門
総
合
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

同

唐
ノ
口
谷
川

同

同

犬
伏
谷
川

同

同

松
谷
川

同

同

泉
福
寺
谷
川

同

同

磯
尾
谷
川

同

同

大
坂
谷
川

同

同

北
唱
谷
川

同

同

南
唱
谷
川

同

同

川
走
谷
川

同

同

大
東
谷
川

同

同

櫛
木
屋
谷
川

同

同

中
央
谷
川

同

同

富
ノ
谷
川

同



同

唐
士
谷
川

同

同

寺
前
谷
川

同

同

板
東
谷
川

同

同

中
谷
川

同

同

榎
瀬
江
湖
川

徳
島
県
県
土
整
備
部
河
川
政
策
課

徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎

同

樋
殿
谷
川

徳
島
県
県
土
整
備
部
河
川
政
策
課

徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
鳴
門
総
合
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

同

鍋
川

徳
島
県
県
土
整
備
部
河
川
政
策
課

徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎

同

喜
来
中
須
入
江
川

徳
島
県
県
土
整
備
部
河
川
政
策
課

徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
鳴
門
総
合
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

同

大
谷
川

同

同

大
代
谷
川

同

同

第
二
大
谷
川

同

同

撫
養
川

同

同

中
山
谷
川

同

同

蛇
池
川

徳
島
県
県
土
整
備
部
河
川
政
策
課

徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
吉
野
川
庁
舎

同

熊
谷
川

同

同

大
谷
川

同

同

原
谷
川

同

同

九
頭
宇
谷
川

同



同

指
谷
川

同

同

日
吉
谷
川

同

同

間
谷
川

同

同

金
蔵
谷
川

同

同

鈴
川
谷
川

同

同

樫
原
谷
川

同

同

法
寺
ケ
谷
川

同

同

柿
ノ
木
谷
川

同

同

宮
ノ
内
谷
川

同

同

鶯
谷
川

同

同

鶯
谷
川
放
水
路

同

同

市
場
谷
川

同

同

日
開
谷
川

同

同

九
栗
谷
川

同

同

松
崎
谷
川

同

同

曽
江
谷
川

徳
島
県
県
土
整
備
部
河
川
政
策
課

徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
美
馬
庁
舎

同

土
井
谷
川

同

同

池
の
谷
川

同

同

穴
吹
川

同



同

市
場
谷
川

同

同

渕
名
谷
川

同

同

調
子
野
谷
川

同

同

二
戸
谷
川

同

同

内
田
谷
川

同

同

明
連
川

同

同

三
谷
川

同

同

貞
光
川

同

同

半
田
川

同

同

井
川
谷
川

同

同

東
谷
川

同

同

坂
根
谷
川

同

同

大
藤
谷
川

徳
島
県
県
土
整
備
部
河
川
政
策
課

徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎

同

猪
ノ
谷
川

同

同

滝
谷
川

同

同

芝
生
中
鳥
川

同

同

箸
ケ
谷
川

同

同

山
口
谷
川

同

同

山
蔭
谷
川

同

同

河
内
谷
川

同



同

馬
谷
川

同

同

加
茂
谷
川

同

同

新
発
地
谷
川

同

同

古
川

同

同

伊
月
谷
川

同

同

京
福
谷
川

同

同

稲
持
谷
川

同

同

黒
川
原
谷
川

同

同

高
野
谷
川

同

同

子
守
谷
川

同

同

馬
木
谷
川

同

同

井
ノ
内
谷
川

同

同

下
影
谷
川

同

同

岩
坂
谷
川

同

同

金
江
谷
川

同

同

中
村
谷
川

同

同

小
川
谷
川

同

同

増
川
谷
川

同

同

滝
久
保
谷
川

同

同

西
谷
川

同



同

里
川
谷
川

同

同

鮎
苦
谷
川

同

同

弥
十
柳
川

同

同

馬
路
川

同

同

三
谷
川

同

同

漆
川

同

同

北
谷
川

同

同

祖
谷
川

同

同

松
尾
川

同

同

第
一
坂
瀬
川

同

同

第
三
坂
瀬
川

同

同

第
二
坂
瀬
川

同

同

ウ
ツ
ロ
谷
川

同

同

釜
土
谷
川

同

同

長
谷
川

同

同

白
井
谷
川

同

同

大
宮
谷
川

同

同

眠
谷
川

同

同

若
宮
谷
川

同

同

戸
ノ
谷
川

同



同

小
島
谷
川

同

同

和
田
谷
川

同

同

谷
道
川

同

同

阿
佐
南
谷
川

同

同

阿
佐
東
谷
川

同

同

中
滝
谷
川

同

同

鎖
谷
川

同

同

奥
ノ
井
谷
川

同

同

お
そ
ご
え
谷
川

同

同

落
合
谷
川

同

同

丸
見
谷
川

同

同

な
べ
ら
谷
川

同

同

第
一
西
山
谷
川

同

同

第
三
西
山
谷
川

同

同

第
二
西
山
谷
川

同

同

久
保
谷
川

同

同

菅
生
谷
川

同

同

切
谷
川

同

同

赤
滝
谷
川

同

同

第
一
ゴ
ウ
ロ
谷
川

同



同

第
二
ゴ
ウ
ロ
谷
川

同

同

友
松
谷
川

同

同

田
之
内
谷
川

同

同

カ
イ
キ
ア
レ
谷
川

同

同

相
川

同

同

黒
川
谷
川

同

同

柴
川
谷
川

同

同

白
川
谷
川

同

同

仏
子
谷
川

同

同

藤
川
谷
川

同

同

紺
屋
谷
川

同

同

牛
首
谷
川

同

那
賀
川
水
系
那
賀
川

徳
島
県
県
土
整
備
部
河
川
政
策
課

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
那
賀
庁
舎

同

北
地
川

同

同

中
山
川

同

同

南
川

同

同

唐
杉
谷
川

同

同

仙
ケ
谷
川

同

同

阿
井
川

同



同

丹
生
川

同

同

百
合
谷
川

同

同

谷
内
川

同

同

さ
ぬ
き
川

同

同

馬
路
谷
川

同

同

辺
川

同

同

井
ノ
谷
川

同

同

延
野
川

同

同

紅
葉
川

同

同

大
張
谷
川

同

同

北
浦
谷
川

同

同

蔭
谷
川

同

同

正
木
谷
川

同

同

古
屋
谷
川

同

同

菖
蒲
谷
川

同

同

坂
州
木
頭
川

同

同

拝
宮
谷
川

同

同

大
美
谷
川

同

同

泉
谷
川

同

同

第
二
泉
谷
川

同



同

沢
谷
川

同

同

影
泉
川

同

同

下
霜
影
川

同

同

釜
床
谷
川

同

同

新
居
田
谷
川

同

同

第
二
新
居
田
谷
川

同

同

第
三
新
居
田
谷
川

同

同

櫁
谷
川

同

同

第
四
櫁
谷
川

同

同

第
三
櫁
谷
川

同

同

第
二
櫁
谷
川

同

同

藤
ケ
内
谷
川

同

同

宮
ケ
谷
川

同

同

丈
ケ
谷
川

同

同

成
瀬
川

同

同

林
谷
川

同

同

海
川
谷
川

同

同

出
原
谷
川

同

同

南
川

同

同

野
久
保
谷
川

同



同

大
谷
川

同

同

栩
谷
川

同

同

折
宇
谷
川

同

同

久
井
谷
川

同

同

船
谷
川

同

立
江
川
水
系
立
江
川

徳
島
県
県
土
整
備
部
河
川
政
策
課

徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎

同

田
野
川

同

同

天
王
谷
川

同

同

恩
山
寺
谷
川

同

同

中
ノ
坪
川

同

同

政
所
谷
川

同

神
田
瀬
川
水
系
芝
生
川

同

同

神
田
瀬
川

同

同

新
堀
川

同

同

豊
ノ
本
川

同

勝
浦
川
水
系
勝
浦
川

同

同

八
多
川

同

同

金
谷
川

同

同

仕
出
川

同

同

夏
焼
谷
川

同



同

日
浦
谷
川

同

同

掛
谷
川

同

同

本
沼
江
谷
川

同

同

西
谷
川

同

同

生
名
谷
川

同

同

久
国
谷
川

同

同

坊
ケ
谷
川

同

同

岩
屋
谷
川

同

同

婆
羅
尾
川

同

同

神
谷
川

同

同

坂
本
川

同

同

沼
谷
川

同

同

内
谷
川

同

同

立
川

同

同

黄
檗
川

同

同

藤
川

同

同

傍
示
川

同

同

呼
谷
川

同

同

杉
地
川

同

同

旭
川

同



同

野
尻
谷
川

同

同

樫
原
川

同

同

竜
谷
川

同

同

北
谷
川

同

同

府
殿
谷
川

同

明
神
川
水
系
明
神
川

徳
島
県
県
土
整
備
部
河
川
政
策
課

徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
鳴
門
総
合
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

粟
田
川
水
系
粟
田
川

同

折
野
川
水
系
折
野
川

同

櫛
木
川
水
系
櫛
木
川

同

大
浦
川
水
系
大
浦
川

同

大
須
川
水
系
大
須
川

同

同

平
尾
谷
川

同



徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号

庁

中

一

般

各

教

育

機

関

教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
程
及
び
徳
島
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
決
裁
及
び

専
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
十
八
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

中

川

斉

史

教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
程
及
び
徳
島
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
決
裁

及
び
専
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

（
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条

教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
教
育
委
員
会

教
育
長
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
二
服
務
関
係
事
項
の
項
第
一
号
の
イ
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
、
「
週
休
日
」
を
「
週
休
日
若
し
く
は
勤
務
時
間
を
割

り
振
ら
な
い
日
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
の
イ
中
「
指
定
」
の
下
に
「
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
所
属
職
員
の
勤
務
時
間
等
の
決
定
」
を
加
え
る
。

（
徳
島
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
決
裁
及
び
専
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
条

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
決
裁
及
び
専
決
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
教
育

委
員
会
教
育
長
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
表
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
、
「
週
休
日
」
を
「
週
休
日
若
し
く
は
勤
務
時
間
を
割
り
振

ら
な
い
日
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
中
「
指
定
す
る
こ
と
」
の
下
に
「
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
副
教
育
長
等
の
勤
務
時
間
等
を
決
定
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
項
第
十
五
号
中
「
指
定
す
る
こ
と

」
の
下
に
「
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
所
属
職
員
の
勤
務
時
間
等
を
決
定
す
る
こ
と
」
を
加
え

る
。別

表
第
二
教
育
政
策
課
の
表
第
九
項
第
八
号
中
「
第
六
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
一

号
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。

令
和
七
年
五
月
十
六
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
（
規
則
四
―
一
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

「
特
定
非
営
利
活
動
法
人
環
境
首
都
と
く
し
ま
創
造
セ
ン
タ
ー

「
特
定
非
営
利
活
動

別
表
第
一
中

を

特
定
非
営
利
活
動
法
人
と
く
し
ま
県
民
活
動
プ
ラ
ザ

」

特
定
非
営
利
活
動

法
人
と
く
し
ま
県
民
活
動
プ
ラ
ザ

に
改
め
る
。

法
人
徳
島
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
社
会
推
進
セ
ン
タ
ー
」

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


